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第１０回（平成２８年度）ニセコ町都市計画審議会議事録 
 
 

日時：平成２８年５月３０日（月） 午前１０時００分～１１時１５分 

場所：ニセコ町役場 議員控室 

出席委員：牧野会長、鎌田委員、荒木委員、竹内委員、三谷委員、関委員、高木委員 

ニセコ町：（建設課）黒瀧課長、金澤都市計画係長、浅井主事 

 

議事 

報告第１号 都市計画区域内における申請件数及び内容について 

 
 

●事務局 

それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 
本日は、大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。た

だいま、委員７名のうち７名の方がおそろいです。定足数に達しておりますので、ただいま
から、第１０回ニセコ町都市計画審議会を開催させていただきます。 
私は事務局を担当しております建設課長の黒瀧です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
本日の都市計画審議会はご案内のとおり、準都市計画及び特定用途制限地域並びに

景観地区におけるここ１年間の申請件数や内容についてですので、よろしくお願いします。 
 

最初に、お手元資料の確認をさせていただきます。本日は報告事項ですが、資料１，２，
３，４，及び５として準都市計画区域図及び景観地区のパンフレットを用意しております。 

 
それでは、会長よろしくお願いします。 

 
●会長 
それでは、早速、議事に入りますが、本日は報告事項のみとなっております。説明やご

発言にあたりましては、要点を明確に、かつ簡潔に行っていただきますよう、ご協力をお願
いします。 
 
それでは、報告第１号「準都市計画区域内における申請件数及び内容」について事務局

より説明をお願います。 

 
●事務局 
私、建設課都市計画係長の金澤と申します。これより、本日の報告事項であります「準都

市計画区域内における申請件数及び内容」について、別紙添付資料１から資料５を基に説
明させていただきます。よろしくお願いします。 
 

■まず、資料１の準都市計画区域内における申請箇所図について説明いたします。 
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◎この位置図は、平成２７年５月３０日から平成２８年５月２０日現在までの期間において

申請のありました、準都市計画申請箇所（平成２１年３月６日施行）及び景観地区申請箇

所（平成２１年７月１日施行）について、添付資料３の、「平成２７年度景観地区認定申請

書台帳（建築物）」番号１から１２までを丸印で、「平成２８年度景観地区認定申請書台帳

（建築物）」番号１から番号１１、及び「平成２８年度景観地区許可申請書台帳（開発行

為）」番号Ａ、Ｂまでを四角の印で、図面に示しております。 

 

■それでは、資料２をご覧ください。ここでは、準都市計画区域内における建築確認申請

の件数を示しております。 

 表の中では４色の色分がされています。 

 そのうち、水色は、建築確認申請と景観認定申請の両方が許可済みです。 

 オレンジ色は、建築確認申請の許可済のみです。内部増築など理由から景観の認定申

請が必要ない物件でございます。 

 また、無色は、ニセコ町に対して確認申請を提出せず、民間の確認期間に申請が出され

たものです。 

◎町と民間の確認機関とあわせて、平成２７年度は１０件、平成２８年度も１０件の申請が

ありました。 

◎また、下の表のなかでは、用途別に件数を示しています。 

 平成２７年度、２８年度あわせて住宅が７件、ホテルが７件、店舗が２件、その他の建築

物が４件となっております。 

以上、ご確認ください。 

 

■次に、資料３をご覧ください。ここでは、景観地区内における認定申請の件数を示してお

ります。 

◎平成２７年度、開発行為の許可申請の件数は０件、建築物の認定申請の件数は１２件あ

りました。 

次に、平成２８年度、開発行為の許可申請の件数は２件、建築物の認定申請の件数は１

１件ありました。 

 

まとめたものを「申請件数及び行為別件数」として表にしております。 

  さらに、いちばん下の表は、行為別の着工件数と完成件数を示しております。 

  平成２７年度の建築物は、１２件着手し７件完成しております。 

  次に、平成２８年の建築物は、１０件着手しております。また、開発行為は２件着手して

おります。ご確認ください。 

 

■次に「ニセコ町景観地区内における認定証及びパースの図面」について説明します。資

料４をご覧ください。尚、資料５はルールの確認として添付しておりますので、合わせてご



 3 

確認ください 

◎まず、平成２７年度です。 

 

◎最初に建築物の計画認定証ですが、認定番号「H２７建築－３号」です。なお、位置につ

きましては、別紙図面「資料①」では、「①」ですのでご参照ください。 

◎建築用途は、除雪作業所です。鉄骨造で、１階建ての敷地に対する増築です。 

◎敷地面積は、６，５９１.９７㎡です。 

建築面積は、１６３．３４㎡（既存部分１，０９１.０１㎡）です。建ぺい率は１９．０２％です。

延べ床面積は、１６３．３４㎡（既存部分１，０５７.３７㎡）です。容積率１８．５１％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は、９．４Ｙ８．２／１．０（薄いベージュ）、１．４５ＧＹ８．２２

／０．５３（白色）、７．０Ｎ（灰色）です。 

屋根の色彩は、６．０ＹＲ２．９／１．３（茶色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ６．７１９ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ３．２４７ｍです。ルール上問題なく認定

しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建更－１号」です。別紙図面｢資料①｣では「②」で

す。 

◎認定証は２枚ありますが、途中で外壁の変更があったため、新旧の２枚があります。昨

年の都市計画審議会で報告しましたＨ２７建築－１号の、計画変更です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩（変更箇所のみ）Ｎ２（灰色）から５ＹＲ２／０．５（濃い茶色）

に変更となりました。 

ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号Ｈ２７建築－４号です。別紙図面｢資料①｣では「③」です。 

◎建築用途は、住宅です。木造１階建ての新築です。 

◎敷地面積は、３３４.００㎡です。 

建築面積は、８７．４８㎡です。建ぺい率は２６．１９％です。延べ床面積は、８７．４８㎡で

す。容積率２６．１９％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩７．５ＹＲ７／２（薄い茶色）、Ｎ６（灰色）です。 

屋根の色彩は、Ｎ２．５（灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ６．０５ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ３．０４ｍです。ルール上問題なく認定し

ております。 
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◎次に同じく建築物、認定番号Ｈ２７建築－５号です。別紙図面｢資料①｣では「④」です。 

◎建築用途は、住宅です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、３２００．１４㎡です。 

建築面積は、５９．６２㎡です。建ぺい率は１．８６％です。延べ床面積は、１０３．７２㎡で

す。容積率３．２４％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩１０Ｒ５／６（茶色）、Ｎ５．５（灰色）です。 

屋根の色彩は、２５ＢＧ２／４（緑色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ７．３４ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ７．５ｍ、隣地境界からの離れ９．９３５

ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建築－６号」です。別紙図面｢資料①｣では「⑤」で

す。 

◎建築用途は、畜舎です。鉄骨造で、１階建ての増築です。 

◎敷地面積は、４０３８６.９６㎡です。 

建築面積は、１７２７．３２㎡（既存部分２８３３．０３㎡）です。建ぺい率は１１．２９％です。

延べ床面積は、１６４８．８０㎡（既存部分２９２５．８４㎡）です。容積率１１．３２％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は、３．７Ｒ３．１／４．３（赤色）、Ｎ７（灰色）です。 

屋根の色彩は、３．７Ｒ３．１／４．３（赤色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ１１．４０ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ９．６０ｍです。ルール上問題なく認定し

ております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建築－７号」です。別紙図面｢資料①｣では「⑥」で

す。 

◎建築用途は、物置です。木造１階建ての増築です。 

◎敷地面積は、４７４．０２㎡です。 

建築面積は、１３．２４㎡（既存部分３５．６７㎡）です。建ぺい率は１０．３１％です。延べ

床面積は、１３．２４㎡（既存部分５３．４６㎡）です。容積率１４．０７％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は、Ｎ２．５（灰色）です。 

屋根の色彩は、２．５Ｇ３／４（緑色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ３．６９９ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ８．０６８ｍ、隣地境界からの離れ３．００

ｍです。ルール上問題なく認定しております。 
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◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建更－２号」です。別紙図面｢資料①｣では「⑦」です。

（資料①の④の建物の変更申請です） 

◎建築物の高さに変更があったため、先に報告しましたＨ２７建築－５号の、計画変更で

す。 

◎建築物の高さのみの変更で、最高高さ７．３４ｍから７．６０ｍへ変更となっていますが、

ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建築－８号」です。別紙図面｢資料①｣では「⑧」で

す。 

◎建築用途は、住宅です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、４５１．９２㎡です。 

建築面積は、６５．０６㎡です。建ぺい率は１４．３９％です。延べ床面積は、９２．９０㎡で

す。容積率２０．５５％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩５ＹＲ９／０．５（灰色）、Ｎ６．５（灰色）、５ＹＲ３／３（茶色）

です。 

屋根の色彩は、８．２Ｂ５．８／０．４（薄い灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ７．３１６ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ３．４１ｍです。ルール上問題なく認定し

ております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建築－９号」です。別紙図面｢資料①｣では「⑨」で

す。 

◎建築用途は、住宅です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、５１３．２６㎡です。 

建築面積は、１０５．０㎡です。建ぺい率は２０．４５％です。延べ床面積は、１７３．１６㎡

です。容積率３３．７３％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は、７．５ＧＹ４／２（灰色）、Ｎ８（灰色）、天然木（オイルス

ティン）です。 

屋根の色彩は、Ｎ２．５（灰色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ１２．４７２ｍです（景観条例同意案件）。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ５．０１０ｍ、隣地境界からの離れ３．０２

９ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建築－１０号」です。＝別紙図面｢資料①｣では「⑩」
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です。 

◎建築用途は、ホテルです。ＲＣ造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、１５７８．６０㎡です。 

建築面積は、５９２．４７㎡です。建ぺい率は３７．５３％です。延べ床面積は、９９９．４６

㎡です。容積率６３．３１％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩７．５ＹＲ５／３（茶色）、１０ＹＲ８．５／０．５（薄いベージュ）、

５ＹＲ６／３（ベージュ）、１０ＹＲ２／１（濃い茶色）、２．５Ｙ７／２（薄い茶色）、１０ＹＲ７／０．

５（灰色）です。 

屋根の色彩は５ＹＲ３／３（濃い茶色）です。 

屋根の形状は、差し掛け屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ１１．８７ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界線からの離れ３．１００ｍです。ルール上問題なく認

定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建更－３号」です。別紙図面｢資料①｣では「⑪」で

す。 

◎認定証は２枚ありますが、途中で配置の変更があったため、新旧の２枚があります。昨

年の都市計画審議会で報告しましたＨ２７建築－２号の、計画変更です。 

◎配置のみの変更で、隣地境界線からの離れ４．０９８ｍです。ルール上問題なく認定して

おります。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号「Ｈ２７建築－１１号」です。＝別紙図面｢資料①｣では「⑪」

です。 

◎建築用途は、工場・飲食店です。木造平屋建ての新築です。 

◎敷地面積は、２９９６．９５㎡です。 

建築面積は、６３９．２３㎡です。建ぺい率は２１．３３％です。延べ床面積は、６１８．５３

㎡です。容積率２０．６４％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は、５Ｙ２／１（こげ茶色）、５ＧＹ５／２（濃い灰色）です。 

屋根の色彩は、５ＧＹ５／２（濃い灰色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ６．６９４ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ３．０７６ｍです。ルール上問題なく認定

しております。 

 

◎次に平成２８年度です。 

 

◎最初に開発行為の計画許可証ですが、認定Ｈ２８開更－１号です。なお、位置につきま
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しては、別紙図面「資料①」では、「○A」ですのでご参照ください 

◎認定証は２枚ありますが、途中で３工区の工区面積及び５工区の雨水排水ルート等の変

更があったため、新旧の２枚があります。昨年の審議会で報告しましたＨ２６開更－３号

の、計画変更です。 

◎敷地面積は、４８６，４２５．７１㎡（変更なし）です。 

開発面積は、４８６，４２５．７１㎡（変更なし）です。緑地面積３５０，２９８．00㎡です。 

緑化率７２．０１％です。 

◎予定建築物の用途としては、複合レジャー施設です。 

 

◎次に開発行為の計画許可証ですが、認定Ｈ２８開更－２号です。なお、位置につきまして

は、別紙図面「資料①」では、「○Ｂ」ですのでご参照ください 

◎１～４工区の工区面積、予定建築物等の変更があったため、さきほどのＨ２８開更－１号

の計画変更です。 

◎敷地面積は、４８６，１６８.３０㎡です。 

開発面積は、４８６，１６８.３０㎡です。緑地面積３４７，１３８.００㎡です。 

緑化率７１．４０％です。 

◎予定建築物の用途としては、複合レジャー施設です。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－１号です。別紙図面｢資料①｣で

は「１」です。 

◎建築用途は、住宅です。木造２階建ての増築（既存倉庫あり）です。 

◎敷地面積は、２，８７２.１８㎡です。 

建築面積は、１１５．２８㎡です。建ぺい率は４．０１％です。延べ床面積は、１８１．２８㎡

です。容積率６．３１％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は８．４７Ｙ８．８１／０．７２（白色）、６．５Ｂ４．２／０．９（灰

色）、２．５Ｙ９／１（白色）、Ｎ7（薄い灰色）、２．５Ｙ３／２（こげ茶色）です。 

屋根の色彩は８．４７Ｙ８．８１／０．７２（白色）、６．５Ｂ４．２／０．９（灰色）です。 

屋根の形状は、差し掛け屋根です。 

建築設備等はガスボンベとオイルタンク（風除室・ポーチ下部に設置）があります。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ７．８２５ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ１０．９３７ｍ、隣地境界からの離れ６．４

８７ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号Ｈ２８建築－２号です。別紙図面｢資料①｣では「２」です。 

◎建築用途は、ホテルです。木造一部ＲＣ造・地上２階地下１階建ての新築です。 

◎敷地面積は、６３１．１７㎡です。 

建築面積は、２１９．７９㎡です。建ぺい率は３４．８３％です。延べ床面積は、６６０．０６
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㎡です。容積率は１０２．５９％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩Ｎ３（灰色）、Ｎ７（薄い灰色）、１０ＹＲ３／１（茶色）です。 

屋根の色彩はＮ３（灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ１１．８２５ｍです。（景観条例同意案件） 

◎壁面の後退位置について、隣地境界線からの離れ３．１６４ｍです。ルール上問題なく認

定しております。 

 

◎次に同じく建築物、認定番号Ｈ２８建築－３号です。別紙図面｢資料①｣では「３」です。 

◎建築用途は、ホテルです。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、１，２７４.０５㎡です。 

建築面積は、２３３．８２㎡です。建ぺい率は１８．３６％です。延べ床面積は、４６８．６０

㎡です。容積率は３５．９５％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩Ｎ３（灰色）、Ｎ７（薄い灰色）、１０ＹＲ３／１（茶色）です。 

屋根の色彩はＮ３（灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ１０．４８１ｍです。（景観条例同意案件） 

◎壁面の後退位置について、隣地境界線からの離れ３．６２２ｍです。ルール上問題なく認

定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－４号です。別紙図面｢資料①｣で

は「４」です。 

◎建築用途は、旅館（簡易宿所）です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、３４９．０８㎡です。 

建築面積は、４５．６３㎡です。建ぺい率は１３．０８％です。延べ床面積は、６３．１３㎡で

す。容積率１８．０９％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は３．０ＧＹ５．０／１．９（緑色）、１０Ｒ３／６（こげ茶色）、Ｎ

８（灰色）です。 

屋根の色彩は１．３Ｐ１．６／０．４（灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

建築設備等はオイルタンク目隠しルーバーがあります。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ７．７１４ｍです。 

◎壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ４．２９２ｍです。ルール上問題なく認定

しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－５号です。別紙図面｢資料①｣で

は「５」です。 
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◎建築用途は、貸別荘です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、６５２．７５㎡です。 

建築面積は、６３．３１㎡です。建ぺい率は１７．９３％です。延べ床面積は、１２０．９６㎡

です。容積率３４．２４％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は３．０ＧＹ５．０／１．９（緑色）、１０Ｒ３／６（こげ茶色）、Ｎ

８（灰色）です。 

屋根の色彩はＮ２．５（灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

建築設備等はオイルタンク目隠しルーバーがあります。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ９．４２１ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ６．６８９ｍ、隣地境界からの離れ３．１４

７ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－６号です。別紙図面｢資料①｣で

は「６」です。 

◎建築用途は、簡易宿所です。木造１階建ての新築です。 

◎敷地面積は、３２９．９１㎡です。 

建築面積は、９９．００㎡です。建ぺい率は３０．００％です。延べ床面積は、９９．００㎡で

す。容積率３０．００％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は７．５ＹＲ７／２（ベージュ）、Ｎ８（灰色）です。 

屋根の色彩は１．３Ｐ１．６／０．４（濃い灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

建築設備等はオイルタンク目隠しルーバーがあります。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ６．０５０ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ５．０３５ｍ、隣地境界からの離れ３．０５

ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－７号です。別紙図面｢資料①｣で

は「７」です。 

◎建築用途は、簡易宿所です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、３２９．９２㎡です。 

建築面積は、３８．０４㎡です。建ぺい率は１１．５３％です。延べ床面積は、５６．７４㎡で

す。容積率１７．２０％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は７．５ＹＲ７／２（ベージュ）、Ｎ８（灰色）です。 

屋根の色彩は１．３Ｐ１．６／０．４（濃い灰色）です。 

屋根の形状は、片流れ屋根です。 

建築設備等はオイルタンク目隠しルーバーがあります。 
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◎建築物の高さについてですが、最高高さ７．９０６ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ７．９００ｍ、隣地境界からの離れ３．１０

５ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－８号です。別紙図面｢資料①｣で

は「８」です。 

◎外壁の張り替え（色彩の変更）のみの申請です。 

◎外壁の色彩は５．２ＰＢ２．８９／０．１５（灰色）です。 

屋根の色彩はＮ２．５（濃い灰色）です。 

◎ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－９号です。別紙図面｢資料①｣で

は「９」です。 

◎建築用途は、旅館です。木造２階建ての新築です。 

◎敷地面積は、１，３００．５４㎡です。 

建築面積は、１０８．２９㎡です。建ぺい率は８．３２％です。延べ床面積は、１７３．５１㎡

です。容積率１３．３４％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は７．５ＹＲ４／４（茶色）、７．５ＹＲ７／６（橙色）、５ＹＲ７／

０．５（灰色）です。 

屋根の色彩は３．８Ｙ３．９／０．７（濃い灰色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ７．９３０ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ１４．８７４ｍ、隣地境界からの離れ５．８

６０ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－１０号です。別紙図面｢資料①｣

では「１０」です。 

◎建築用途は、物品販売店舗です。木造１階建ての新築です。 

◎敷地面積は、１，５５１．９９㎡です。 

建築面積は、８２．８０㎡です。建ぺい率は５．３３％です。延べ床面積は、７９．４９㎡です。

容積率５．１２％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は９．４ＹＲ６．７／１．９（ベージュ）、３．９Ｙ７．９／１．０（ア

イボリー）、Ｎ７（灰色）です。 

屋根の色彩は５．０ＹＲ２．０／１．３（濃い茶色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ５．３００ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道路境界からの離れ１７３．６３５ｍ、隣地境界からの離れ３．
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００３ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

◎次に建築物の計画認定証ですが、認定番号Ｈ２８建築－１１号です。別紙図面｢資料①｣

では「１１」です。 

◎建築用途は、ポニー厩舎です。木造１階建ての新築です。 

◎敷地面積は、１，３１０．８１㎡です。 

建築面積は、３４．７８㎡です。建ぺい率は２．６５％です。延べ床面積は、３４．７８㎡です。

容積率２．６５％です。 

◎形態意匠ですが、外壁の色彩は９．４ＹＲ６．７／１．９（ベージュ）、３．９Ｙ７．９／１．０（ア

イボリー）、Ｎ７（灰色）です。 

屋根の色彩は５．０ＹＲ２．０／１．３（濃い茶色）です。 

屋根の形状は、切妻屋根です。 

◎建築物の高さについてですが、最高高さ４．７４０ｍです。 

◎壁面の後退位置について、道道・町道からの離れ２０１．３６１ｍ、隣地境界からの離れ３．

４３３ｍです。ルール上問題なく認定しております。 

 

※以上で報告第１号「準都市計画区域内における申請件数及び内容」を終了いたします。 

 

●会長 

ただ今、事務局より説明のありました内容について、ご意見、ご質問をお受けいたしま
す。 

 
●委員 
 建築物の場所について、～の内や～の一部とあるが、違いはあるのか。 
 

●事務局 
 特に違いはありません。 
 
●委員 
 受付年月日は申請を受けた日でよいのか。申請年月日と認定年月日は整合性がとれて
いるのか。 
 
●事務局 
 受付年月日は窓口で受付した日です。認定年月日については申請年月日の同日もしくは

それ以後となっています。 
 
●委員 
 建物の用途ごとに応じた基準はなく、ひとつの基準で認定をするのか。 
 
●事務局 
 そうです。 
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●委員 
それによる弊害等はないのか。 

 
●事務局 
建物について、用途ごとに指定している決まりはありませんが、準都市計画内に特定用

途制限地域という規定あるので用途によっては建てられない建物はあります。また、用途
（ホテル・旅館）によって別途基準があり、高さの制限について特例もあります。詳細につい
てはお配りしているパンフレットをご覧ください。 
 
●委員 

 申請日と認定日について、即日もあれば翌日の日もあるが、業者が来てある程度の調整

（事前協議）しているのか 

 

●事務局 

 ほとんどの方が、ルールを含めて設計段階で事前に打合せをしているので、受付からす

ぐに認定できています。突然申請が出てきた場合は、認定までに日数がかかることもありま

す。 

 

●委員 

 開発行為の関係で変更申請があるが、町だけの条例に基づく許可なのか。 

 

●事務局 

 開発行為は都市計画法によるものとニセコ町の景観地区におけるものがあり、開発面積

等基本的なところは同じなので、これについては町と道で並行して協議を行い許可が下り

ている。両者の許可が下りないと開発ができないこととなっている。 

 

●委員 

 その協議の記録はあるのか。また、資料もあるのか。 

 

●事務局 

 道に出す書類に協議書を添付しなければならないので資料もあり、日にちもおさえてい

る。 

 

●委員 

 用途の中の簡易宿所とはホテルと考えてよいか。 

 

●事務局 

 そうです。貸別荘などとも同じジャンルです。 
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●委員 

 高さ制限の特例に該当するのか。 

 

●事務局 

 今回の物件に関しては、条件をすべて満たしていないので該当しないが、条件をすべて

満たせば該当となる。 

 

●会長 

ほかにご意見、ご質問はありませんか。ご意見、ご質問がなければ、報告第１号「準都市
計画区域内における申請件数及び内容」についてご承認願います。 

 

（一同承認するとの声あり） 

 

●会長 

ご承認いただきありがとうございました。 

次に、その他について、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局 

その他としまして、昨年に引き続き、町内の空き家・廃屋の現状と、町としての対応の状

況について、報告させていただきます。 

平成２７年度につきまして、景観上問題のある廃屋で、交渉中のものを除く２軒について

所有者へ連絡し、２軒とも解体されました。また、広報ニセコで空き家・廃屋対策、しりべし

空き家バンクについて紹介しました。しりべし空き家バンクについては、ニセコ町行政推進

員会議でも道の担当から説明しています。以上が平成２７年度です。 

別紙資料は、平成２７年度に解体された廃屋の解体前、解体後の状況です。 

 

平成２８年度には、空き家・廃屋の調査について再度実施しようと考えています。同時に、

景観上問題のある廃屋について、引き続き所有者へ連絡していきます。また、廃屋・空き家

台帳を整理します。広報ニセコでも、昨年度同様空き家・廃屋対策について掲載していく予

定です。また、「しりべし空き家バンク」については、４月２８日の行政推進員会議で、再度、

北海道の担当者により説明をしております。 

 

なお、北海道としての対応ですが、後志総合振興局では廃屋･空き家対策検討会を開催

し、ニセコ町景観条例のような条例の無い市町村に対して、廃屋・空き家対策のモデル条

例案を作成しています。 

また、「しりべし空き家バンク」を平成２３年１１月から開設しており、空き家の利用促進に
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より廃屋化を防止する仕組みを展開しています。「しりべし空き家バンク」は、空き家を売り

たい、貸したいという人がインターネットを通じて物件情報を提供する仕組みです。パソコン

をお持ちでない方には、建設課窓口で空き家バンク受け付けの代行をしております。ニセコ

町内ではこれまで登録が１３件あり、内７件が成約済みとなっています。 

平成２８年４月からは、空き家及び空地を活用して、移住・定住の促進や住宅ストックの

循環利用を図ることを目的に「北海道空き家情報バンク」が開設されました。 

 

最後にまとめとしまして、平成２４年から２７年までに文書による指導１２軒、うち所有者

から町に寄付１軒、所有者が撤去６軒、所有者が再活用１軒、所有者と相談中４軒、所有

者からの連絡無し０軒となっています。 

 

以上で、空き家・廃屋対策についての説明を終わります。 

 

次に、次回の都市計画審議会の開催時期について説明させていただきます。次回の開

催は、臨時で開催することがなければ、平成２９年５月下旬から６月上旬を目処に審議会を

開催したいと考えております。 

 

 よろしくお願いいたします。 

 

●会長 

それでは、委員の皆様、全体を通して何か質問等ありますか？ 

以上を持ちまして会議を終了させていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

●事務局 

ありがとうございました。以上を持ちまして、第１０回ニセコ町都市計画審議会を閉会させ

ていただきます。本日は、大変ありがとうございました。 

 

以上会議終了。 

 


